
参考４

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）の一部を

改正する法律（平成２１年４月３０日法律第３１号）について

Ⅰ 趣 旨

最近の飲食料品の原産地等についての悪質な偽装表示事件が多数発生してい

る状況にかんがみ、原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に

対する罰則を設ける等の措置を講ずる。

Ⅱ 主な改正の内容

１．目的規定の改正（第1条）

法律の目的として、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に

即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示する。

２．品質表示基準の遵守に関する規定の新設（第１９条の１３の２）

直罰規定の導入に伴い、製造業者等が品質表示基準に従い、農林物資の

品質表示をしなければならない旨を明文化する。

． （ ）３ 品質表示基準違反に係る公表に関する規定の新設 第１９条の１４の２

品質表示基準違反に係る指示又は命令が行われるときは、これと併せて

その旨の公表を行う規定を設ける。

４．原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規

定の新設（第２３条の２）

品質表示基準において表示すべきこととされている原産地（原料又は材

料の原産地を含む ）について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者。

は、２年以下の懲役又は２００万円以下の罰金、法人は１億円以下の罰金

に処するものとする。

Ⅲ 施行期日

公布の日（平成２１年４月３０日）から起算して３０日後（平成２１年５月

３０日 。）



 

一 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
農
林
物
資
の
規
格
を
制
定
し
、

こ
れ
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
農
林
物
資
の
品
質
の
改
善
、
生
産
の

合
理
化
、
取
引
の
単
純
公
正
化
及
び
使
用
又
は
消
費
の
合
理
化
を
図
る
と
と

も
に
、
農
林
物
資
の
品
質
に
関
す
る
適
正
な
表
示
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
よ

つ
て
一
般
消
費
者
の
選
択
に
資
し
、
も
つ
て
農
林
物
資
の
生
産
及
び
流
通
の

円
滑
化
、
消
費
者
の
需
要
に
即
し
た
農
業
生
産
等
の
振
興
並
び
に
消
費
者
の

利
益
の
保
護
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
の
遵
守
） 

第
十
九
条
の
十
三
の
二 

製
造
業
者
等
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
に
従
い
、
農
林
物
資

の
品
質
に
関
す
る
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
表
示
に
関
す
る
指
示
等
） 
 

第
十
九
条
の
十
四 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

（
以
下
「
表
示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
表
示
せ
ず
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

（
以
下
「
遵
守
事
項
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
し
な
い
製
造
業
者
等
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
製
造
業
者
等
に
対
し
て
、
表
示
事
項
を
表
示
し
、
又
は
遵
守
事
項

を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
農
林
物
資
の
規
格
を
制
定
し
、

こ
れ
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
農
林
物
資
の
品
質
の
改
善
、
生
産
の

合
理
化
、
取
引
の
単
純
公
正
化
及
び
使
用
又
は
消
費
の
合
理
化
を
図
る
と
と

も
に
、
農
林
物
資
の
品
質
に
関
す
る
適
正
な
表
示
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
よ

つ
て
一
般
消
費
者
の
選
択
に
資
し
、
も
つ
て
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

   

〔
新
設
〕 

   

（
表
示
に
関
す
る
指
示
等
） 

第
十
九
条
の
十
四 

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
表
示

事
項
」
と
い
う
。
）
を
表
示
せ
ず
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
遵
守
事

項
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
し
な
い
製
造
業
者
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
製
造
業

者
等
に
対
し
て
、
表
示
事
項
を
表
示
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨

の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



  

二 

２ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
十
九
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
を
守
ら
な
い
製
造
業
者
等
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
製
造
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
基
準
を
守
る
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

３ 

〔
略
〕 

 

第
十
九
条
の
十
四
の
二 

前
条
の
規
定
に
よ
り
指
示
又
は
命
令
が
行
わ
れ
る
と

き
は
、
こ
れ
と
併
せ
て
そ
の
旨
の
公
表
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

 

第
七
章 

罰
則 

第
二
十
三
条
の
二 

第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
に
お
い
て
表
示
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
原
産
地
（
原
料
又
は
材
料
の
原
産
地
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
虚
偽
の
表

示
を
し
た
飲
食
料
品
を
販
売
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
二
十
九
条 

法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の

定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
若
し

く
は
管
理
人
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者

が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違

反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当

２ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
品
質
に
関

す
る
表
示
の
基
準
を
守
ら
な
い
製
造
業
者
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
製
造
業

者
等
に
対
し
、
そ
の
基
準
を
守
る
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

〔
略
〕 

 

〔
新
設
〕 

   
 

 

〔
同
上
〕 

〔
新
設
〕 

     

第
二
十
九
条 

〔
同
上
〕 

    



 

三 

該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す

る
。 

一 

第
二
十
三
条
の
二
又
は
第
二
十
四
条
（
第
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑 

二 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

 

  

一 

第
二
十
四
条
（
第
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
） 

一
億
円
以
下
の
罰
金

刑 
 

二 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

 
 

 


